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企業局撤去品（鉄屑、銅屑、アルミ屑及び 
 
 

ステンレス屑一式）の売却に係る入札説明書 
 
 
 
 
 
 
 
 
     （内訳） 
     入札説明書 
     仕様書 
     様式 
     現地説明 行程表 
     施設位置図 
     契約書（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              担当課 
                                             大分市大手町３丁目１－１ 
                                             大分県企業局総務課契約管財班 
                                             電話  ０９７－５３４－１３４１ 
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１ 一般競争入札に付する事項 
（１）売払物品及び数量 
  企業局撤去品（鉄屑、銅屑、アルミ屑及びステンレス屑一式） 
  詳細については、別紙「仕様書」のとおり。 
    なお、「仕様書」に書かれている数量については参考数量なので実際の数量と異なる場

合があります。現物と仕様書数量等が符合しない場合でも、これを理由として契約の締

結を拒むことはできません。よって現地説明会を下記のとおり行いますので、入札希望

者は必ず現地確認をして下さい。 
（２）現地説明集合場所及び日時 
    集合日時   令和 ８年 ２月１３日（金） ９時００分 
     集合場所   大分市大字大津留２５３  大津留浄水場 玄関前   
（３）現地説明行程表 
     大津留浄水場 － 判田浄水場 － 発電管理センター － 北川椎谷寮 
（４）引渡方法及び引渡場所 
    別途指定した納付書で入金確認後、現地引渡しとします。運搬費等の費用は購入者負担

となります。 
（５）引取期限  令和８年３月３０日 
   
２ 競争入札参加資格 
（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者並びに同条第２項各号に掲げ   

る者でその事実のあった日から２年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他

の使用人又は入札代理人として使用する者に該当しない者であること。 
（２）現場説明に参加した者であること。 
 
３ 競争入札に関する事項 
（１）入札及び開札の日時及び場所 
   日時  令和 ８年 ２月２５日（水） １０時００分 
   場所   大分県大分市大手町３丁目１番１号 
        大分県庁舎 新館４階 大分県企業局 入札閲覧室 
      ＊ ５分前までには入場してください。 
      ＊ 入札場所には駐車場がありませんので、公共交通機関を利用するか、有料駐車     

場等を利用してください。 
      ＊ 受付時間は厳守です。遅刻者の入札参加は認められません。 
（２）入札参加資格の証明書の提出 

上記２（１）に該当しない者の入札参加資格証明書（様式１）を入札前に提出して

ください。なお、提出しない場合は入札に参加できませんので注意してください。 
（３）入札方法 

① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相
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当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方   

消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 
  １１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 
  ② 入札は、入札書（様式２）により、本人又はその代理人が行います。ただし、代理   

人が入札をする場合には、入札前に委任状（様式３）を提出してください。 
 ③ 当該入札の執行においては、入札執行回数は２回を限度とします。なお、落札者が 
  決定しない場合は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項８号により随意契約に移   

行する場合があります。 
 ④ 入札説明書及び仕様書等に特段の定めがない事項については、大分県契約事務規則   

（昭和３９年３月３１日大分県規則第２２号）の規定を準用します。 
 
４ 入札保証金に関する事項 
（１）入札の際に、見積金額（入札書に記載された金額の１００分の１１０）の 

１００分の５以上の金額を納付しなければなりません。ただし、次の①に該当する場合

は、入札保証金の納付が免除されます。 
①  入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に

大分県企業局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約

に係る保険証券を提出したとき。保険証券は入札の際までに提出して下さい。 
（２）入札保証金の還付 

① 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後に速やかに還付するもの

とします。ただし、落札者から申し出があったときは、契約保証金に充当することが

できます。 
② 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後に速やかに還付するも

のとします。 
 

５ 契約保証金に関する事項 
（１）落札者は契約担当者が指定する日時までに、落札価格の１００分の１０以上の金額

を納付しなければなりません。ただし、次の①に該当する場合は、契約保証金の納付が

免除されます。 
   ① 契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に大分県企業局を被保険者とする  

履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 
（２）上記（１）の①に掲げる保険証券を提出する場合は、次の①から③により提出して  

ください。 
   ① 提出期限     落札決定の日から７日以内 
   ② 提出場所     大分県大分市大手町３丁目１番１号  
          大分県企業局 総務課 契約管財班 
   ③ 提出方法     ①に掲げる期限までに、②に掲げる場所に持参してください。 
（３）契約保証金は、契約上の義務を履行したときに還付します。 
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６ 落札者の決定方法 
（１）有効な入札書を提出した者で、予定価格以上の最高価格をもって申込をしたものを  

落札者とします。 
（２）落札となるべき同価の入札をした者が２名以上いるときは、くじによる落札者決定  

を行います。 
 
７ 入札の無効 
   次のいずれかに該当する入札は無効とします。 
（１）入札者として資格のない者のした入札。 
（２）委任状を提出しない代理人のした入札。 
（３）競争に際し、不当に価格を引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした   

入札。 
（４）入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札。  
（５）同一の入札について二以上の入札をした者のした入札。 
（６）同一の入札について二以上の入札者の代理人となった者のした入札。 
（７）入札金額の訂正に訂正印のない入札。 
（８）入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札。 
（９）契約担当者において特に指定した事項に違反した入札。 
 
８ 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 
     日本語及び日本国通貨に限ります。 
 
９ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
     大分県大分市大手町３丁目１番１号 
   大分県企業局 総務課 契約管財班 
    電話番号 ０９７－５３４－１３４１ 


